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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両（Ａ）において用いられ、乗員の前景に重畳される表示を制御する表示制御装置で
あって、
　予め設定された中断条件と、前記中断条件の成立後に判定される再開条件と、の成立を
判定する条件判定部（７４）と、
　前記前景中にある重畳対象に重畳されるＡＲ表示像と、前記ＡＲ表示像と実質的に同種
の意味を示し且つ前記重畳対象に重畳されない非ＡＲ表示像と、の表示を制御する表示制
御部（７６）と、を備え、
　前記表示制御部は、
　前記条件判定部にて前記中断条件が成立していると判定された場合に、前記ＡＲ表示像
の表示を中断し、前記条件判定部にて前記再開条件が成立していると判定された場合に、
中断していた前記ＡＲ表示像の表示を再開し、
　前記条件判定部にて前記中断条件が成立していると判定された場合及び前記再開条件が
成立していると判定された場合において、前記非ＡＲ表示像を継続表示し、
　前記ＡＲ表示像の表示が中断されている場合に、前記ＡＲ表示像の表示の中断を前記非
ＡＲ表示像によって通知する表示制御装置。
【請求項２】
　前記条件判定部は、消去条件の成立をさらに判定し、
　前記表示制御部は、前記条件判定部にて前記消去条件が成立していると判定された場合
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に、前記ＡＲ表示像及び前記非ＡＲ表示像を実質的に同時に非表示とする請求項１に記載
の表示制御装置。
【請求項３】
　前記条件判定部は、前記車両の停車判定、前記車両の後退判定、前記車両の位置情報の
低信頼度判定、及び前記車両の走行経路の再検索実施判定、の少なくとも一つに基づき、
前記中断条件が成立したと判定する請求項１又は２に記載の表示制御装置。
【請求項４】
　前記条件判定部は、前記乗員による操作の入力に基づき、前記中断条件が成立したと判
定する請求項１～３のいずれか一項に記載の表示制御装置。
【請求項５】
　緊急性が高いとして予め規定された緊急情報を取得する情報取得部（７１）、をさらに
備え、
　前記表示制御部は、前記中断条件の成立に基づき前記ＡＲ表示像の表示を中断していて
も、前記情報取得部による前記緊急情報の取得があった場合には、前記緊急情報を表示に
よって通知する請求項１～４のいずれか一項に記載の表示制御装置。
【請求項６】
　車両（Ａ）において用いられ、乗員の前景に重畳される表示を制御する表示制御プログ
ラムであって、
　少なくとも一つの処理部（６１）を、
　予め設定された中断条件と、前記中断条件の成立後に判定される再開条件と、の成立を
判定する条件判定部（７４）、
　前記前景中にある重畳対象に重畳されるＡＲ表示像と、前記ＡＲ表示像と実質的に同種
の意味を示し且つ前記重畳対象に重畳されない非ＡＲ表示像と、の表示を制御する表示制
御部（７６）、として機能させ、
　前記表示制御部は、
　前記条件判定部にて前記中断条件が成立していると判定された場合に、前記ＡＲ表示像
の表示を中断し、前記条件判定部にて前記再開条件が成立していると判定された場合に、
中断していた前記ＡＲ表示像の表示を再開し、
　前記条件判定部にて前記中断条件が成立していると判定された場合及び前記再開条件が
成立していると判定された場合において、前記非ＡＲ表示像を継続表示し、
　前記ＡＲ表示像の表示が中断されている場合に、前記ＡＲ表示像の表示の中断を前記非
ＡＲ表示像によって通知する表示制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この明細書による開示は、虚像の表示を制御する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば特許文献１には、経路案内等の情報提示に用いられる情報伝達子を、ヘッ
ドアップディスプレイによって乗員の前景に虚像表示させる車両用ナビゲーションシステ
ムが開示されている。特許文献１のヘッドアップディスプレイは、フロントガラスの広範
囲に虚像となる光を投影可能である。故に、先行車等の障害物に情報伝達子が重なるよう
な状況では、情報伝達子は、障害物と重ならない表示位置まで移動される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－６９７９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　特許文献１のように、障害物と重ならない位置まで虚像の表示位置を移動させてしまう
と、例えば経路案内等の情報伝達子は、右左折等を行うべき交差点とは異なった場所に重
畳表示されてしまう。このように、正しく重畳できないシーンでも継続されてしまう虚像
表示は、乗員の誤解の要因となり得た。
【０００５】
　本開示は、乗員に誤解を与え難い虚像表示が可能な表示制御装置及び表示制御プログラ
ムの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するため、開示された一つの態様は、車両（Ａ）において用いられ、乗
員の前景に重畳される表示を制御する表示制御装置であって、予め設定された中断条件と
、中断条件の成立後に判定される再開条件と、の成立を判定する条件判定部（７４）と、
前景中にある重畳対象に重畳されるＡＲ表示像と、ＡＲ表示像と実質的に同種の意味を示
し且つ重畳対象に重畳されない非ＡＲ表示像と、の表示を制御する表示制御部（７６）と
、を備え、表示制御部は、条件判定部にて中断条件が成立していると判定された場合に、
ＡＲ表示像の表示を中断し、条件判定部にて再開条件が成立していると判定された場合に
、中断していたＡＲ表示像の表示を再開し、条件判定部にて中断条件が成立していると判
定された場合及び再開条件が成立していると判定された場合において、非ＡＲ表示像を継
続表示し、ＡＲ表示像の表示が中断されている場合に、ＡＲ表示像の表示の中断を非ＡＲ
表示像によって通知する表示制御装置とされる。
【０００７】
　また開示された一つの態様は、車両（Ａ）において用いられ、乗員の前景に重畳される
表示を制御する表示制御プログラムであって、少なくとも一つの処理部（６１）を、予め
設定された中断条件と、中断条件の成立後に判定される再開条件と、の成立を判定する条
件判定部（７４）、前景中にある重畳対象に重畳されるＡＲ表示像と、ＡＲ表示像と実質
的に同種の意味を示し且つ重畳対象に重畳されない非ＡＲ表示像と、の表示を制御する表
示制御部（７６）、として機能させ、表示制御部は、条件判定部にて中断条件が成立して
いると判定された場合に、ＡＲ表示像の表示を中断し、条件判定部にて再開条件が成立し
ていると判定された場合に、中断していたＡＲ表示像の表示を再開し、条件判定部にて中
断条件が成立していると判定された場合及び再開条件が成立していると判定された場合に
おいて、非ＡＲ表示像を継続表示し、ＡＲ表示像の表示が中断されている場合に、ＡＲ表
示像の表示の中断を非ＡＲ表示像によって通知する表示制御プログラムとされる。
【０００８】
　これらの態様では、重畳対象に正しくＡＲ表示像を重畳できないようなシーンが、中断
条件として設定可能となる。故に、中断条件の成立判定に基づきＡＲ表示像の表示を停止
する制御によれば、正しい重畳表示が困難なシーンにおいては、ＡＲ表示像による虚像表
示は中断され得る。したがって、乗員に誤解を与え難い虚像表示が可能になる。
【０００９】
　尚、上記括弧内の参照番号は、後述する実施形態における具体的な構成との対応関係の
一例を示すものにすぎず、技術的範囲を何ら制限するものではない。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】虚像表示システムに関連する車載構成の全体像を示すブロック図である。
【図２】遠虚像及び近虚像を用いた情報提示の一例を示す図である。
【図３】中断条件の成立に基づき遠虚像によるＡＲ表示が中断された状態を示す図である
。
【図４】表示制御装置にて実施される表示制御処理の詳細を図５と共に示すフローチャー
トである。
【図５】表示制御処理の詳細を図４と共に示すフローチャートである。
【図６】表示制御装置にて実施されるオフ制御処理の詳細を示すフローチャートである。
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【図７】表示制御装置にて実施されるオン制御処理の詳細を示すフローチャートである。
【図８】表示制御装置にて実施される緊急表示処理の詳細を示すフローチャートである。
【図９】停車判定を中断条件に用いた変形例１の表示制御処理の詳細を示すフローチャー
トである。
【図１０】走行経路の再検索実施判定を中断条件に用いた変形例２の表示制御処理の詳細
を示すフローチャートである。
【図１１】後退判定を中断条件に用いた変形例３の表示制御処理の詳細を示すフローチャ
ートである。
【図１２】位置情報の低信頼度判定を中断条件に用いた変形例４の表示制御処理の詳細を
示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本開示の一実施形態による表示制御装置１００は、車両Ａにおいて用いられる虚像表示
システム１０を、ヘッドアップディスプレイ（Head Up Display，以下、「ＨＵＤ」）装
置３０等と共に構成している。虚像表示システム１０は、車両Ａの乗員（例えばドライバ
）の前景の重畳対象、例えば他車両、歩行者及びサイクリスト等に重畳される虚像Ｖｉを
表示する。虚像表示システム１０は、虚像Ｖｉを用いた拡張現実（Augmented Reality，
以下「ＡＲ」）表示により、車両Ａに関連する種々の情報をドライバに提示する。
【００１２】
　表示制御装置１００は、車載ネットワークの通信バスを介して、他の車載構成と相互に
通信可能である。通信バスには、例えばナビ情報提供部２１、ＡＤＡＳ情報提供部２２、
自車情報提供部２６、ドライバ情報提供部２７及び車載装置４０等が直接的又は間接的に
電気接続されている。
【００１３】
　ナビ情報提供部２１は、車両Ａに搭載されたナビゲーション装置を少なくとも含む構成
であり、地図データベース及びＧＮＳＳ（Global Navigation Satellite System）受信器
を有している。地図データベースは、ナビゲーション装置による経路案内のための地図デ
ータを大量に記憶している。ＧＮＳＳ受信器は、複数の人工衛星から送信された測位信号
を受信する。
【００１４】
　ナビ情報提供部２１は、ＧＮＳＳ受信器で受信した測位信号に基づき、車両Ａの現在位
置を測位する。ナビ情報提供部２１は、車両Ａの現在位置と測位信号の受信状況とを示す
ＧＮＳＳ受信情報を、通信バスに逐次出力し、表示制御装置１００に提供する。ＧＮＳＳ
受信情報には、測位信号の受信状況を示す情報として、測位信号を受信している衛星数、
測位信号の信号レベル（強度）、及び所定のアルゴリズムに基づく位置情報の信頼度等が
含まれている。
【００１５】
　ナビ情報提供部２１は、ナビゲーション装置に目的地が設定されている場合、地図デー
タベースから読み出した車両Ａの周囲及び進行方向の地図データと、目的地までのルート
情報とを、地図経路情報として表示制御装置１００に提供する。加えてナビ情報提供部２
１は、ナビゲーション装置に設定されたルートから車両Ａが逸脱し、ルートの再検索（以
下、「リルート」）が実施される場合に、リルートの実施中及び完了を示すリルート情報
を表示制御装置１００に提供する。
【００１６】
　ＡＤＡＳ情報提供部２２は、ロケータ２３、外界センサ２４及び運転支援制御システム
２５等を少なくとも含む構成である。ロケータ２３は、ナビ情報提供部２１から提供され
るＧＮＳＳ受信情報に、慣性センサ及び外界センサ２４等の計測情報を組み合わせた複合
測位により、車両Ａが走行するレーンを示すような高精度な位置情報を生成する。ロケー
タ２３は、高精度な位置情報を、運転支援制御システム２５及び表示制御装置１００等に
提供する。
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【００１７】
　外界センサ２４は、フロントカメラ、ミリ波及び準ミリ波レーダ、ライダ並びにソナー
等を含む構成である。外界センサ２４は、車両Ａの周囲、特に車両Ａの前方範囲から、静
止物体及び移動物体を検出する。外界センサ２４は、物体の検出結果を示す外界センシン
グ情報を、ロケータ２３、運転支援制御システム２５及び表示制御装置１００に提供する
。
【００１８】
　運転支援制御システム２５は、ロケータ２３による高精度な位置情報及び外界センサ２
４による外界センシング情報を用いて、ドライバの運転操作を支援する。運転支援制御シ
ステム２５は、ＡＣＣ(Adaptive Cruise Control)、ＬＴＣ（lane trace control）、Ｌ
ＫＡ（Lane Keeping Assist）等の自動運転機能を実現する機能部を有している。加えて
運転支援制御システム２５は、ＦＣＷ（Forward collision warning）及びＡＥＢ（Autom
atic emergency braking）等の衝突回避機能を実現する機能部を有している。運転支援制
御システム２５は、各機能部による運転支援制御情報を、表示制御装置１００に提供する
。
【００１９】
　自車情報提供部２６は、車両Ａの状態を計測する複数の車載センサを含む構成である。
自車情報提供部２６は、車両Ａの現在の車速、加速度、角速度及び車両姿勢等に加えて、
車両Ａの変速機のシフトポジション等の情報を、自車運動情報として表示制御装置１００
に提供する。
【００２０】
　ドライバ情報提供部２７は、車両Ａに搭載されたドライバステータスモニタ（Driver S
tatus Monitor，以下、「ＤＳＭ」）を少なくとも含む構成であり、近赤外光源、近赤外
カメラ及び画像解析部を有している。ドライバ情報提供部２７は、近赤外カメラを用いて
撮像した顔画像の解析により、ドライバのアイポイントＥＰ、視線方向及び開眼度等の情
報を取得する。ドライバ情報提供部２７は、取得したドライバのセンシング情報を表示制
御装置１００に提供する。
【００２１】
　車載装置４０は、車両Ａに搭載された電子制御ユニットであり、コンビネーションメー
タ４１、マルチインフォメーションディスプレイ（ＭＩＤ）４２及びセンターインフォメ
ーションディスプレイ（ＣＩＤ）４３等の車載表示器と電気的に接続されている。例えば
ＣＩＤ４３の表示画面には、地図データ及び目的地へ向けたルート情報等がナビゲーショ
ン装置によって表示される。ＣＩＤ４３の表示画面は、ドライバ等によるタッチ操作が可
能なタッチパネルとされている。車載装置４０は、各車載表示器への制御要求により、ド
ライバへの情報提示を統合的に制御する。加えて車載装置４０は、虚像表示による情報提
示を必要とするシーンにおいて、重畳表示の制御要求を表示制御装置１００へ向けて出力
する。
【００２２】
　ＨＵＤ装置３０は、表示制御装置１００と電気的に接続されており、表示制御装置１０
０にて生成された映像データを取得する。ＨＵＤ装置３０は、プロジェクタ、スクリーン
及び拡大光学系等によって構成されている。ＨＵＤ装置３０は、ウィンドシールドＷＳの
下方にて、インスツルメントパネル内の収容空間に収容されている。
【００２３】
　ＨＵＤ装置３０は、虚像Ｖｉとして結像される表示像の光を、ウィンドシールドＷＳの
投影範囲ＰＡへ向けて投影する。ウィンドシールドＷＳへ向けて投影された光は、投影範
囲ＰＡにおいて運転席側へ反射され、ドライバによって知覚される。ドライバは、投影範
囲ＰＡを通して見える前景中の重畳対象に、虚像Ｖｉが重畳された表示を視認する。
【００２４】
　ＨＵＤ装置３０によって光を投影される投影範囲ＰＡは、ウィンドシールドＷＳ全面の
うちの限られた一部の領域であり、ドライバの見た目上で虚像Ｖｉが表示される領域であ



(6) JP 6933189 B2 2021.9.8

10

20

30

40

50

る。投影範囲ＰＡには、図２に示すように、近虚像表示エリアＰＡ２及び遠虚像表示エリ
アＰＡ１が含まれている。近虚像表示エリアＰＡ２は、遠虚像表示エリアＰＡ１よりも狭
く、例えば遠虚像表示エリアＰＡ１の左下又は右下に位置している。近虚像表示エリアＰ
Ａ２に投影された光は、近虚像Ｖｉ２として結像される。一方で、遠虚像表示エリアＰＡ
１に投影された光は、遠虚像Ｖｉ１として結像される。
【００２５】
　図１及び図２に示す近虚像Ｖｉ２及び遠虚像Ｖｉ１は、車両Ａの前後方向及び上下方向
のそれぞれにおいて、互いに異なる位置に結像される。近虚像Ｖｉ２は、遠虚像Ｖｉ１よ
りもドライバの近傍に結像され、具体的には、ドライバのアイポイントＥＰから車両Ａの
前方向に２～３メートル程度の空間中に結像される。近虚像Ｖｉ２は、主に車両Ａの状態
を示す情報等を、非ＡＲ表示によってドライバに提示する。一例として、右左折の実施を
指示するターンバイターンアイコン１１及び車速を示すスピード表示１２等が、近虚像Ｖ
ｉ２として表示される。
【００２６】
　遠虚像Ｖｉ１は、近虚像Ｖｉ２よりもウィンドシールドＷＳから遠い位置、具体的には
、アイポイントＥＰから車両Ａの前方向に１０～２０メートル程度の空間中に結像される
。遠虚像Ｖｉ１は、ドライバの見かけ上にて、前景中の重畳対象（例えば路面や前走車等
）に重畳され、上述のＡＲ表示を実現する。一例として、ナビゲーション装置に設定され
た走行経路を示すＡＲルート１３等が、遠虚像Ｖｉ１として表示される。
【００２７】
　図１に示す表示制御装置１００は、ＨＵＤ装置３０による虚像Ｖｉの表示を制御する電
子制御ユニットである。表示制御装置１００の制御回路は、処理部６１、ＲＡＭ６２、メ
モリ装置６３及び入出力インターフェースを有するコンピュータを主体に構成されている
。処理部６１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）及びＧＰＵ（Graphics Processing
 Unit）等を少なくとも一つを含む構成である。
【００２８】
　メモリ装置６３には、処理部６１によって実行される種々のプログラムが格納されてい
る。メモリ装置６３には、虚像表示されるＡＲコンテンツを生成する複数のアプリケーシ
ョンプログラム（５０ａ～５０ｅ）、及び虚像表示を統合的に制御する提示管理プログラ
ム等が、表示制御プログラムとして記憶されている。表示制御装置１００は、提示管理プ
ログラムに基づく機能ブロックとして、共通情報生成ブロック７１及び統合表示制御ブロ
ック７３を有する。
【００２９】
　共通情報生成ブロック７１は、各重畳表示アプリケーション５０ａ～５０ｅ及び統合表
示制御ブロック７３にて共通で使用される情報を、通信バスから取得する。具体的には、
ＧＮＳＳ受信情報、地図経路情報、リルート情報、高精度な位置情報、外界センシング情
報、運転支援制御情報、自車運動情報、ドライバのセンシング情報及び重畳表示の制御要
求等が、共通情報生成ブロック７１によって取得される。共通情報生成ブロック７１は、
取得した情報に基づき、重畳表示の補正に必要なパラメータを算出する。加えて共通情報
生成ブロック７１は、取得した情報の抽象化等を実施する。
【００３０】
　共通情報生成ブロック７１にて取得される情報の中には、緊急性の高い緊急情報が含ま
れている。例えば、運転支援制御情報のうちで、ＦＣＷ及びＡＥＢの作動に関連する制御
情報、並びにＬＫＡの作動に関連する制御情報（車線逸脱通知）等が緊急情報として予め
設定されている。さらに、外界センシング情報のうちで、自車両（車両Ａ）の直前への車
線変更車両の進入検知情報、合流車両の検知情報等も、緊急情報として予め設定されてい
る。
【００３１】
　共通情報生成ブロック７１によって提供される情報に基づき、重畳表示アプリケーショ
ン５０ａ～５０ｅは、ＡＤＡＳ機能及びコクピット機能に関連したＡＲコンテンツの生成
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と、その表示フラグの設定とを実施する。各重畳表示アプリケーション５０ａ～５０ｅは
、運転支援制御システムのＡＣＣ機能、ＬＫＡ機能及びＦＣＷ機能、さらにナビゲーショ
ン装置等と関連付けられている。各重畳表示アプリケーション５０ａ～５０ｅは、提供さ
れた情報に応じて、虚像表示させるＡＲコンテンツ及び非ＡＲコンテンツを個別に決定し
、統合表示制御ブロック７３に対して表示要求を行う。
【００３２】
　統合表示制御ブロック７３は、各重畳表示アプリケーション５０ａ～５０ｅからの表示
要求に基づき、共通情報生成ブロック７１から提供される情報を用いて、遠虚像Ｖｉ１及
び近虚像Ｖｉ２それぞれの映像データを生成する。統合表示制御ブロック７３は、表示調
停部７４、重畳表示補正部７５及び描画出力部７６を有している。
【００３３】
　表示調停部７４は、遠虚像Ｖｉ１及び近虚像Ｖｉ２として表示するＡＲコンテンツ及び
非ＡＲコンテンツを調整する機能部である。表示調停部７４は、取得した表示要求の中か
ら、優先度の高いＡＲコンテンツ及び非ＡＲコンテンツを選別し、虚像表示の対象とする
。上述の緊急情報には、最も高い優先度が予め割り振られている。こうした設定により、
緊急情報を通知するＡＲコンテンツは、実質必ず表示対象とされ、迅速に表示される。
【００３４】
　表示調停部７４は、共通情報生成ブロック７１から提供される種々の情報に基づき、中
断条件及び再開条件の各成立判定を行い、遠虚像Ｖｉ１を用いたＡＲ表示の中断と再開と
を決定する。中断条件は、重畳対象への正確な重畳が困難であるシーン、ＡＲ表示が不要
なシーン、ＡＲ表示がドライバの邪魔になるシーン等と紐づくように、予め設定されてい
る。具体的には、後述する車両Ａの停車及び後退、測位信号の受信状況悪化に伴う自車位
置情報の信頼度の低下、予定走行経路からの離脱に伴うリルートの実施、並びにドライバ
のオフ操作等が、中断条件として設定されている。一方で、再開条件は、中断条件の成立
後に判定される。表示調停部７４は、直前に成立した中断条件に関連付く内容を、再開条
件に設定する。以上の中断条件及び再開条件には、それぞれ除外条件及び制限条件が設け
られている。表示調停部７４は、除外条件に該当する場合、中断条件を成立させない。同
様に、表示調停部７４は、制限条件に該当する場合には、再開条件を成立させない。
【００３５】
　重畳表示補正部７５は、共通情報生成ブロック７１にて算出された重畳表示補正のため
のパラメータ等を取得し、遠虚像Ｖｉ１の映像データの補正情報を生成する。補正情報は
、重畳対象とアイポイントＥＰとを３次元的に結ぶ仮想線上に、遠虚像Ｖｉ１の結像位置
を調整し、遠虚像Ｖｉ１を重畳対象に正しく重畳させるための情報である。重畳表示補正
部７５は、重畳対象の相対位置、アイポイントＥＰの位置及び車両姿勢等を考慮した補正
情報を逐次生成する。
【００３６】
　描画出力部７６は、遠虚像Ｖｉ１及び近虚像Ｖｉ２のそれぞれについて、表示調停部７
４によって選別されたコンテンツの元画像を描画してなる映像データを生成する。描画出
力部７６は、遠虚像Ｖｉ１の映像データについて、重畳表示補正部７５による補正情報に
基づき、各フレームにおける元画像の描画位置及び描画形状を調整する。描画出力部７６
は、生成した各映像データを、予め規定された映像フォーマットにて、ＨＵＤ装置３０へ
逐次出力する。
【００３７】
　描画出力部７６は、各映像データの制御により、表示調停部７４にて中断条件が成立し
ていると判定された場合に、虚像Ｖｉのうちで遠虚像Ｖｉ１の表示を中断する。一方で、
描画出力部７６は、近虚像Ｖｉ２の表示を継続する。描画出力部７６は、遠虚像Ｖｉ１の
表示を中断している場合に、遠虚像Ｖｉ１の表示中断を近虚像Ｖｉ２によってドライバに
通知する。一例として、描画出力部７６は、遠虚像Ｖｉ１の表示中断を示す中断通知アイ
コン１５（図３参照）を、近虚像Ｖｉ２として表示する。さらに描画出力部７６は、表示
調停部７４にて再開条件が成立していると判定された場合に、中断していた遠虚像Ｖｉ１
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の表示を再開する。
【００３８】
　描画出力部７６は、中断条件の成立に基づいて遠虚像Ｖｉ１の表示を中断していても、
共通情報生成ブロック７１にて緊急情報の取得があった場合には、緊急情報に対応する内
容のＡＲコンテンツを、遠虚像Ｖｉ１によって通知する。例えば、ワインディングロード
等での車線逸脱通知、車線変更車両の進入通知、及び車両合流通知等が、ＡＲ表示のオン
オフ設定に関係なく、緊急性の高いＡＲコンテンツとして虚像表示される。
【００３９】
　次に、中断条件の成立に基づき遠虚像Ｖｉ１によるＡＲ表示を中断する複数の走行シー
ンを、図１及び図２に基づき具体的に説明する。
【００４０】
　＜停車時＞
　統合表示制御ブロック７３は、停車中又は停車後に一定時間が経過した場合に、中断条
件の成立を判定する。例えば右左折の案内を行う交差点にて遠虚像Ｖｉ１によるＡＲ表示
が継続された場合、ドライバによる周辺状況の視認が遠虚像Ｖｉ１によって妨げられる虞
がある。こうしたドライバの注意力低下を回避するために、統合表示制御ブロック７３は
、停車判定に基づき中断条件を成立させて、遠虚像Ｖｉ１の表示を停止する。
【００４１】
　停車判定は、例えばシフトポジションがパーキング「Ｐ」であること、車速がゼロ又は
一定値以下であること、前方直近の信号機が「赤」であること、一時停止線の検知、前走
車のブレーキランプの点灯、及び前走車の停止等に基づく。加えて、停車判定は、例えば
一定時間（Ｘ秒以上）の停止に基づいてもよい。この一定時間は、先行車の有無、即ち、
交差点にて停車した車両群の先頭車両か否かに基づき、変更可能である。例えば、自車が
先頭車両の場合、ＡＲ表示の違和感は少ない。一方で、先頭車両ではない場合、先行車に
ＡＲ表示が重畳されるため、ドライバの違和感が生じ易い。故に、先行車が検知されてい
る場合、先行車が検知されていない場合よりも、停車判定に用いる一定時間は、短く調整
される。
【００４２】
　ここで、交通に関連する法規は、国及び地域によって異なっている。例えば米国であれ
ば、赤信号であっても一旦停止後に右折が可能である。故に、統合表示制御ブロック７３
は、直近の信号機が「赤」である場合でも、車両Ａが右折予定であれば中断条件を成立さ
せない。このように、中断条件には、除外条件が設定可能である。車両Ａを使用する国及
び地域に応じた除外条件の設定によれば、好ましくないタイミングでの遠虚像Ｖｉ１の表
示停止が回避される。
【００４３】
　統合表示制御ブロック７３は、停車判定を中断条件とした場合、走行判定を再開条件と
して設定する。走行判定は、例えばシフトポジションがドライブ「Ｄ」であること、車速
がゼロでない又は一定値以上であること等に基づく。こうした再開条件の設定によれば、
例えば交通量が多く、右左折予定の交差点から離れた位置で停車し、交差点までの残距離
が一定距離以上あるシーンにおいて、一旦消去された遠虚像Ｖｉ１のＡＲ表示は、停車状
況の解除タイミングにて再開される。
【００４４】
　＜リルート実施予定時＞
　統合表示制御ブロック７３は、ナビゲーション装置におけるリルート実施に伴い、中断
条件の成立を判定する。例えばドライバが意図的に経路案内を無視し、案内中の経路とは
異なるルートを走行する場合、遠虚像Ｖｉ１として表示されるＡＲルート１３は、ドライ
バに煩わしさを感じさせ易く、早期に消去されることが望ましい。故に、統合表示制御ブ
ロック７３は、ナビゲーション装置でのリルート実施を推定した場合に、再検索実施判定
を行い、遠虚像Ｖｉ１の表示を停止する。リルート実施の推定（再検索実施判定）は、ル
ート情報の示す経路から外れる兆候を検知した場合に行われる。
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【００４５】
　具体的に、統合表示制御ブロック７３は、高精度な位置情報に基づき、交差点手前での
車両Ａの走行レーンを認識し、ルート情報の示す右左折情報と比較することで、交差点に
おける車両Ａの動きを予測する。そして、走行レーンから予測される経路と、ルート情報
の示す経路とが異なる場合、統合表示制御ブロック７３は、リルート実施を推定する。ま
た別の例として、統合表示制御ブロック７３は、方向指示器の作動状態と、ルート情報の
示す経路との比較に基づき、リルート実施を推定できる。以上により、統合表示制御ブロ
ック７３は、リルート実施推定に基づき中断条件を成立させて、遠虚像Ｖｉ１の表示を交
差点進入前に停止する。
【００４６】
　統合表示制御ブロック７３は、リルート実施推定を中断条件とした場合、リルートによ
って探索された新たなルート情報の取得を再開条件として設定する。こうした再開条件の
設定によれば、ナビ情報提供部２１から新たなルート情報を取得したタイミングで、ＡＲ
ルート１３の表示が再開される。尚、統合表示制御ブロック７３は、リルート実施推定に
替えて、リルート実施を通知する地図ルート情報の取得を、中断条件として用いてもよい
。
【００４７】
　＜後退時＞
　統合表示制御ブロック７３は、車両Ａが後退中である場合に、中断条件の成立を判定す
る。ドライバが車両Ａを後退させている状況では、前方の虚像表示は不要である。統合表
示制御ブロック７３は、シフトポジションがリバース「Ｒ」である場合に、後退判定に基
づき中断条件を成立させて、遠虚像Ｖｉ１の表示を停止する。
【００４８】
　統合表示制御ブロック７３は、後退判定を中断条件とした場合、停車判定と同様に走行
判定を再開条件として設定する。こうした再開条件の設定によれば、車両Ａの通常走行が
開始されたタイミングで、遠虚像Ｖｉ１の表示が再開される。尚、例えばリアウィンドへ
の重畳表示が可能な車両Ａにおいては、後退中もリアウィンドへの虚像の投影は、継続さ
れてよい。こうした制御によれば、ドライバは、ルームミラー越しにリアウィンドに投影
された虚像を視認できる。
【００４９】
　＜ＧＮＳＳ受信状況の不良時＞
　統合表示制御ブロック７３は、測位信号の受信状況が良好でない場合に、中断条件の成
立を判定する。測位信号の受信状況が悪く、自車位置の精度が確保できない場合、特に都
市部等において、ＡＲルート１３は、交差点位置に正しく重畳されなくなる。こうした事
態を回避するために、統合表示制御ブロック７３は、受信状況判定に基づき中断条件を成
立させて、遠虚像Ｖｉ１の表示を停止する。受信状況判定は、ナビ情報提供部２１によっ
て提供されるＧＮＳＳ受信情報に基づいて判定される。具体的に、低信頼度判定には、所
定アルゴリズムに基づく信頼度「低」の情報を取得していること、測位信号を受信してい
る衛星数が一定数未満であること、及び測位信号の信号レベルが一定値未満であること、
等の条件が用いられる。統合表示制御ブロック７３は、これら複数の条件を適宜組み合わ
せて、受信状況の不良による位置情報の低信頼度判定を行う。
【００５０】
　統合表示制御ブロック７３は、位置情報の低信頼度判定を中断条件とした場合、受信状
況の回復による位置情報の信頼度確保判定を再開条件として設定する。信頼度確保判定は
、位置情報の信頼度が「低」でなくなったこと、測位信号を受信している衛星数が一定数
以上になったこと、及び測位信号の信号レベルが一定値以上になったこと等に基づく。こ
うした再開条件の設定によれば、遠虚像Ｖｉ１によるＡＲ表示は、位置情報の精度が確保
されたタイミングで再開される。
【００５１】
　ここで、交差点の直前（例えば１００ｍ以内等）でＡＲルート１３の表示が急に再開さ
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れた場合、ドライバは、ＡＲルート１３の指示への即座の対応を迫られてしまい、戸惑い
を覚え易い。故に、統合表示制御ブロック７３は、信頼度確保判定を行っても、交差点等
の案内地点までの距離が一定値未満である場合には、再開条件を成立させない。このよう
に、再開条件には、制限条件が設定可能である。制限条件の設定によれば、好ましくない
タイミングでの遠虚像Ｖｉ１の表示再開が回避される。
【００５２】
　＜オフ操作の入力時＞
　統合表示制御ブロック７３は、ドライバ等の車両乗員によるオフ操作の入力があった場
合に、中断条件の成立を判定する。オフ操作の入力対象は、例えばステイリングホイール
のスポーク部に設けられたステアリングスイッチ４５、及びナビゲーション装置の地図表
示を行うＣＩＤ４３表示画面等である。ステアリングスイッチ４５は、例えば押圧スイッ
チである。ＣＩＤ４３の表示画面は、例えば交差点拡大図の表示を終了するための拡大解
除ボタン４４を表示している。こうした拡大解除ボタン４４を押すタッチ操作が、オフ操
作とされる。統合表示制御ブロック７３は、オフ操作に基づき中断条件を成立させて、遠
虚像Ｖｉ１の表示を停止する。
【００５３】
　統合表示制御ブロック７３は、オン操作を再開条件として設定する。オン操作の入力対
象は、オン操作と同様にステアリングスイッチ４５である。統合表示制御ブロック７３は
、ステアリングスイッチ４５へのオン操作に基づき再開条件を成立させて、遠虚像Ｖｉ１
の表示を再開する。
【００５４】
　以上のようなマニュアル入力であるオフ操作及びオン操作は、システム側の判断に基づ
くＡＲ表示のオン制御（緊急時を除く）及びオフ制御に対して優先される。例えば、オフ
操作の入力があった場合、統合表示制御ブロック７３は、システム側でオン判定されたＡ
Ｒコンテンツの表示を消去する。
【００５５】
　加えて、オフ操作として、一時オフ操作と永久オフ操作とが設定されている。一時オフ
操作は、例えば拡大解除ボタン４４のタッチ操作、及びステアリングスイッチ４５の押し
下げ操作等である。一時オフ操作によれば、例えば一つの案内交差点におけるＡＲルート
１３の表示が消去され、次の案内交差点でのＡＲルート１３の表示は、通常実施される。
【００５６】
　対して、永久オフ操作は、ステアリングスイッチ４５を連続して２回押下する操作、又
はステアリングスイッチ４５を長押しする操作等である。永久オフ操作によれば、遠虚像
Ｖｉ１を用いたＡＲ表示は、オン操作の入力があるまで、又は表示制御装置１００が再起
動されるまで停止された状態となる。
【００５７】
　以上説明したＡＲ表示の中断及び再開を実現するために表示制御装置１００によって実
施される複数の処理の詳細を、図４～図８に基づき、図１を参照しつつ説明する。
【００５８】
　図４及び図５に示す表示制御処理は、例えば経路案内を必要とする交差点の接近等、各
重畳表示アプリケーション５０ａ～５０ｅによるイベント発生のフラグ設定、又は車載装
置４０による表示要求等に基づき開始される。
【００５９】
　Ｓ１０１では、遠虚像Ｖｉ１として表示するＡＲコンテンツの有無を判定する。Ｓ１０
１にて、ＡＲコンテンツが無いと判定した場合、Ｓ１０１の判定を繰り返す。そして、Ｓ
１０１にて、ＡＲコンテンツがあると判定した場合に、Ｓ１０２に進む。Ｓ１０２では、
ＡＲコンテンツを遠虚像Ｖｉ１として表示し（ＡＲ表示オン）、Ｓ１０３に進む。
【００６０】
　Ｓ１０３では、停車判定を実施する。Ｓ１０３にて、停車中であると判定した場合、Ｓ
１０５に進む。一方で、Ｓ１０３にて、停車中でないと判定した場合、Ｓ１０４に進み、
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後退判定を実施する。Ｓ１０４にて、シフトポジションが「Ｒ」であると判定した場合、
Ｓ１０５に進む。
【００６１】
　Ｓ１０５では、Ｓ１０２にて開始した遠虚像Ｖｉ１の表示を中断し（ＡＲ表示オフ）、
Ｓ１０６に進む。Ｓ１０６では、走行判定を実施する。Ｓ１０６にて、走行中でないと判
定した場合、Ｓ１０６の走行判定を繰り返す。そして、Ｓ１０６にて、走行中であると判
定した場合、Ｓ１０７に進む。Ｓ１０７では、Ｓ１０５にて中断した遠虚像Ｖｉ１の表示
を再開し（ＡＲ表示オン）、Ｓ１０３に戻る。
【００６２】
　一方、Ｓ１０４にて、シフトポジションが「Ｒ」でないと判定した場合、Ｓ１０８に進
む。Ｓ１０８では、測位信号の受信状況判定を実施する。Ｓ１０８にて、測位信号の受信
状況が良好であると判定した場合、Ｓ１１２に進む。一方で、Ｓ１０８にて、測位信号の
受信状況が良好でないと判定した場合、Ｓ１０９に進む。
【００６３】
　Ｓ１０９では、遠虚像Ｖｉ１の表示を中断し（ＡＲ表示オフ）、Ｓ１１０に進む。Ｓ１
１０では、受信状況判定を再び実施する。Ｓ１１０にて、測位信号の受信状況が回復して
いないと判定した場合、Ｓ１１０の受信状況判定を繰り返す。Ｓ１１０にて、受信状況が
回復したと判定した場合、Ｓ１１１に進む。Ｓ１１１では、Ｓ１０９にて中断した遠虚像
Ｖｉ１の表示を再開し（ＡＲ表示オン）、Ｓ１１２に進む。
【００６４】
　Ｓ１１２では、リルートの実施予定を推定する。Ｓ１１２にて、リルート実施を推定し
ない場合、Ｓ１１６に進む。一方で、Ｓ１１２にて、リルート実施を推定した場合、Ｓ１
１３に進む。Ｓ１１３では、遠虚像Ｖｉ１の表示を中断し（ＡＲ表示オフ）、Ｓ１１４に
進む。Ｓ１１４では、リルートの完了を待機し、リルートの完了に基づき、Ｓ１１５に進
む。Ｓ１１５では、Ｓ１１３にて中断した遠虚像Ｖｉ１の表示を再開し（ＡＲ表示オン）
、Ｓ１１６に進む。
【００６５】
　Ｓ１１６では、遠虚像Ｖｉ１の消去条件が成立しているか否かを判定する。消去条件は
、予め設定された条件であり、例えばルート案内を行う案内交差点を通過した、又は案内
交差点までの残距離が１０ｍ未満となった等である。Ｓ１１６にて消去条件が成立したと
判定した場合、Ｓ１１７に進む。Ｓ１１７では、遠虚像Ｖｉ１の表示を完了し（ＡＲ表示
オフ）、一連の表示制御処理を終了する。
【００６６】
　一方、Ｓ１１６にて、消去条件が成立していないと判定した場合、Ｓ１１８に進む。Ｓ
１１８では、遠虚像Ｖｉ１の表示を継続し（ＡＲ表示オン）、Ｓ１０３に戻る。以上によ
り、消去条件の成立まで、複数種類の中断条件及び再開条件の判定を繰り返し、ＡＲ表示
の開始及び停止を状況に応じて実施する。
【００６７】
　図６に示すオフ制御処理は、表示制御処理と共に開始され、表示制御処理と併行実施さ
れる。オフ制御処理のＳ１３１では、遠虚像Ｖｉ１として表示するＡＲコンテンツの有無
を判定する。Ｓ１３１にて、ＡＲコンテンツが無いと判定した場合、Ｓ１３１の判定を繰
り返す。そして、Ｓ１３１にて、ＡＲコンテンツがあると判定した場合に、Ｓ１３２に進
む。Ｓ１３２では、ＡＲコンテンツを遠虚像Ｖｉ１として表示し（ＡＲ表示オン）、Ｓ１
３３に進む。
【００６８】
　Ｓ１３３では、拡大解除ボタン４４又はステアリングスイッチ４５へのオフ操作の有無
を判定する。Ｓ１３３にて、オフ操作が無いと判定した場合、Ｓ１３４に進む。Ｓ１３４
では、消去条件が成立しているか否かを判定する。Ｓ１３４にて消去条件が成立したと判
定した場合、Ｓ１３５に進み、遠虚像Ｖｉ１の表示を完了し（ＡＲ表示オフ）、一連のオ
フ制御処理を終了する。一方で、Ｓ１３４にて、消去条件が成立していないと判定した場
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合、Ｓ１３３に戻る。
【００６９】
　Ｓ１３３にて、オフ操作があると判定した場合、Ｓ１３６に進む。Ｓ１３６では、オフ
操作の種類を判別する。Ｓ１３６にて、永久オフ操作が入力されたと判定した場合、Ｓ１
３７に進む。Ｓ１３７では、遠虚像Ｖｉ１の表示を実施しない基本設定に切り替え（ＡＲ
表示永久オフ）、オフ制御処理を終了する。
【００７０】
　一方、Ｓ１３６にて、一時オフ操作が入力されたと判定した場合、Ｓ１３８に進む。Ｓ
１３８では、表示中の遠虚像Ｖｉ１を消去し（ＡＲ表示一時オフ）、Ｓ１３１に戻る。以
上により、ＡＲコンテンツの表示を指示する信号が再び取得されると、遠虚像Ｖｉ１の表
示が再開される。尚、表示制御処理と重複するＳ１３１，Ｓ１３２，Ｓ１３４，Ｓ１３５
の各実施は適宜省略されてもよい。
【００７１】
　図７に示すオン制御処理は、表示制御処理又はオフ制御処理によるＡＲ表示オフの実施
に基づき開始される。オフ制御処理のＳ１４１では、遠虚像Ｖｉ１の表示を停止させた状
態とし（ＡＲ表示オフ）、Ｓ１４２に進む。Ｓ１４２では、ステアリングスイッチ４５へ
のオン操作の有無を判定する。Ｓ１４３にて、オン操作が無いと判定した場合、Ｓ１４２
の処理を繰り返す。Ｓ１４２にて、オン操作があったと判定した場合、Ｓ１４３に進む。
Ｓ１４３では、停止していたＡＲコンテンツの表示を再開し（ＡＲ表示オン）、オン制御
処理を終了する。
【００７２】
　図８に示す緊急表示処理は、表示制御装置１００の作動時において、繰り返し実施され
る。緊急表示処理のＳ１６１では、緊急度の高いＡＲコンテンツの有無の判定により、緊
急情報の取得を待機する。そして、Ｓ１６１にて、緊急情報を取得し、緊急度の高いＡＲ
コンテンツが発生したと判定した場合、Ｓ１６２に進む。Ｓ１６２では、緊急度が「高」
となるＡＲコンテンツを遠虚像Ｖｉ１として表示し（ＡＲ表示オン）、Ｓ１６３に進む。
Ｓ１６３では、例えば表示開始からの一定時間の経過及び注意喚起地点の通過等、所定条
件の成立に基づき、Ｓ１６２にて開始したＡＲコンテンツの表示を完了し、緊急表示処理
を終了する。
【００７３】
　ここまで説明した本実施形態では、重畳対象に正しく遠虚像Ｖｉ１を重畳できないよう
なシーンが、中断条件として設定可能となる。故に、中断条件の成立判定に基づきＡＲ表
示を中断する制御によれば、正しい重畳表示が困難なシーンにおいては、遠虚像Ｖｉ１の
表示は中断され得る。したがって、ドライバに誤解を与え難い虚像表示が可能になる。
【００７４】
　加えて本実施形態では、車両Ａの停車判定、後退判定、測位信号の受信状況の悪化、及
びリルートの実施等が中断条件として用いられている。これらのシーンでのＡＲ表示は、
正確性を欠いていたり、不要であったりする。故に、これらを中断条件として用いれば、
ＡＲ表示に対するドライバの不快感及び煩わしさ等が低減され得る。
【００７５】
　また本実施形態では、ドライバがＡＲ表示を好まないようなシーンでは、ドライバのオ
フ操作によって遠虚像Ｖｉ１によるＡＲ表示が停止される。故に、ＡＲ表示に起因したド
ライバの不快感及び煩わしさは、いっそう抑制可能となる。
【００７６】
　さらに本実施形態では、中断条件に基づくＡＲ表示の中断後、再開条件の成立に基づき
、中断されていたＡＲ表示が再開される。こうした表示制御であれば、正しく重畳表示可
能な状況への復帰により、遠虚像Ｖｉ１を用いたＡＲ表示による情報提示が、適切に再開
され得る。以上によれば、表示制御装置１００は、ＡＲ表示の中断期間を短縮させて、Ａ
Ｒ表示を用いた理解容易な情報提示を多くのシーンにおいて実施できる。
【００７７】
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　加えて本実施形態では、ドライバによって停止されたＡＲ表示は、ドライバ判断に基づ
くオン操作により、再開可能となっている。こうした表示設定であれば、遠虚像Ｖｉ１を
用いたＡＲ表示は、高いユーザビリティを獲得できる。
【００７８】
　また本実施形態では、緊急情報を提示する遠虚像Ｖｉ１は、中断条件の成立下において
も、実質強制的に表示される。故に、緊急度の高い情報は、ドライバに迅速に認知され得
る。以上によれば、システム判断及びドライバ判断によってＡＲ表示を中断させる表示制
御装置１００であっても、緊急情報の発生時においては、視点移動を抑えてドライバの情
報取得速度を高める虚像表示の利点は、十分に発揮可能となる。
【００７９】
　さらに本実施形態では、中断条件の成立によって遠虚像Ｖｉ１によるＡＲ表示が中断さ
れた場合でも、近虚像Ｖｉ２による非ＡＲ表示は、継続される。こうした近虚像Ｖｉ２に
よる非ＡＲ表示は、重畳対象への正しい重畳を要求されないため、中断条件の成立期間に
表示され続けても、ドライバへの違和感を惹起し難い。そして、近虚像Ｖｉ２の表示継続
によれば、例えば車速等の情報は、ドライバにとって取得容易な状態に維持される。した
がって、遠虚像Ｖｉ１を消去し、近虚像Ｖｉ２を消去しない表示制御は、ドライバの誤解
の低減と、ドライバのユーザビリティの確保との両立に好適となる。
【００８０】
　加えて本実施形態では、遠虚像Ｖｉ１を用いたＡＲ表示の中断が、近虚像Ｖｉ２である
中断通知アイコン１５によってドライバに通知される。故に、ＡＲ表示の意図的な中断が
、ドライバに認知され得る。したがって、中断条件の成立に基づくＡＲ表示の中断が虚像
表示システム１０の故障と誤認される事態は、回避される。
【００８１】
　尚、第一実施形態では、共通情報生成ブロック７１が「情報取得部」に相当し、表示調
停部７４が「条件判定部」に相当し、描画出力部７６が「表示制御部」に相当する。
【００８２】
（他の実施形態）
　以上、本開示の一実施形態について説明したが、本開示は、上記実施形態に限定して解
釈されるものではなく、本開示の要旨を逸脱しない範囲内において種々の実施形態及び組
み合わせに適用することができる。
【００８３】
　上記実施形態では、複数の中断条件及び再開条件が一連の表示制御処理（図４及び図５
参照）によって判定されていた。しかし、表示制御装置は、複数の中断条件及び再開条件
の成立を個別の表示制御処理（図９～図１２参照）で判定してもよい。或いは、表示制御
装置は、一つの中断条件及び再開条件のみを判定する形態であってもよい。
【００８４】
　例えば上記実施形態の変形例１では、図９に示す表示制御処理が実施される。図９に示
す表示制御処理では、中断条件として停車判定（Ｓ１０３）を実施し、再開条件として走
行判定（Ｓ１０５）を実施する。統合表示制御ブロックは、停車中である旨の判定に基づ
きＡＲコンテンツの表示を停止し、走行中である旨の判定に基づき、一旦消去したＡＲコ
ンテンツを再表示する。
【００８５】
　また変形例２では、図１０に示す表示制御処理が実施される。図１０に示す表示制御処
理では、中断条件としてリルートの実施予定を推定し（Ｓ１１２）、再開条件としてリル
ートの完了を判定する（Ｓ１１４）。統合表示制御ブロックは、リルートの実施を推定し
た場合にＡＲコンテンツの表示を停止し、新たなルート情報の取得に基づき、一旦消去し
たＡＲコンテンツを再表示する。
【００８６】
　さらに変形例３では、図１１に示す表示制御処理が実施される。図１１に示す表示制御
処理では、中断条件として後退判定（Ｓ１０４）を実施し、再開条件として走行判定（Ｓ
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１０６）を実施する。統合表示制御ブロックは、シフトポジションが「Ｒ」である旨の判
定に基づきＡＲコンテンツの表示を停止し、シフトポジションが「Ｄ」である旨の判定に
基づき、一旦消去したＡＲコンテンツを再表示する。
【００８７】
　また変形例４では、図１２に示す表示制御処理が実施される。図１２に示す表示制御処
理では、中断条件及び再開条件として、測位信号の受信状況を判定する（Ｓ１０８及びＳ
１１０）。統合表示制御ブロックは、受信状況の悪化に基づきＡＲコンテンツの表示を停
止し、受信状況の回復に基づき、一旦消去したＡＲコンテンツを再表示する。
【００８８】
　上記実施形態の変形例５では、音声認識機能及びジェスチャー認識機能の少なくとも一
方が、例えば車載装置等に設けられている。表示制御装置の統合表示制御ブロックは、音
声及びジェスチャーの少なくとも一方によるオフ操作及びオン操作を受け付け可能であり
、音声又はジェスチャーによる入力に基づき、ＡＲコンテンツの表示停止と表示再開とを
実施する。
【００８９】
　上記実施形態のＨＵＤ装置３０（図１参照）は、遠虚像及び近虚像を全く異なる位置に
結像可能な二焦点方式の投影装置であった。しかし、上記実施形態の変形例６のＨＵＤ装
置は、単焦点方式の投影装置である。詳記すると、変形例６のＨＵＤ装置によって投影さ
れる虚像光の結像面は、上方向へ向かうに従って車両の前方向に傾斜した姿勢である。結
像面のうちで下縁近傍に結像される虚像が「近虚像」とされ、非ＡＲ表示を行う。一方で
、結像面の中央から上方に結像される虚像が「遠虚像」とされ、ＡＲ表示を行う。こうし
た変形例６でも、中断条件の成立判定に基づき、遠虚像の表示が中断され、中断通知アイ
コン１５（図３参照）が、近虚像によって表示される。尚、中断通知アイコン１５の形状
は、円形状又は楕円形状の発光スポットに限定されず、適宜変更されてよい。
【００９０】
　さらに、上記実施形態の変形例７では、遠虚像及び近虚像が区別されていない。変形例
７では、中断条件の成立判定に基づき、複数の虚像のうちで、ＡＲ表示を行うＡＲ虚像の
表示が中断される。一方で、非ＡＲ表示を行う非ＡＲ虚像の表示は、継続される。そして
、非ＡＲ虚像により、ＡＲ虚像の表示中断を通知する。
【００９１】
　また、上記実施形態の変形例８では、中断条件の成立判定に基づき、全ての虚像の表示
が中断される。尚、非ＡＲ表示又は近虚像によるＡＲ表示の中断の通知は、実施されなく
てもよい。例えば、ＡＲ表示の中断は、音声及びＣＩＤ４３（図１参照）による表示等に
よって実施されてもよい。
【００９２】
　オン操作及びオフ操作に関連するステアリングスイッチは、上記実施形態のような押圧
スイッチでなくてもよい。ステアリングスイッチの構成、及び当該スイッチへの操作入力
に基づく表示設定の切替ロジックは、適宜変更可能である。例えば、ステアリングスイッ
チの押圧操作により、ＡＲ表示及び非ＡＲ表示の両方のオン、ＡＲ表示のオフ及び非ＡＲ
表示のオフ、並びにＡＲ表示及び非ＡＲ表示の両方のオフが、サイクリックに切り替えら
れてもよい。以上によれば、ステアリングスイッチを一度押す操作によってＡＲ表示のみ
が消去され、ステアリングスイッチをさらに押す（二度押す）操作により、ＡＲ表示及び
非ＡＲ表示の両方が消去される。そして、ステイリングスイッチをさらに押す操作により
、Ｒ表示及び非ＡＲ表示の両方が再び表示される。
【００９３】
　またステイリングスイッチは、複数の切替ポジションを有する構成であってもよい。こ
うした構成であれば、ステイリングスイッチのポジションの変更により、ＡＲ表示及び非
ＡＲ表示の両方のオン、ＡＲ表示のオフ及び非ＡＲ表示のオフ、並びにＡＲ表示及び非Ａ
Ｒ表示の両方のオフが切り替え可能となる。
【００９４】
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　上記実施形態では、再開条件の成立判定に基づき、一旦非表示とされた遠虚像（ＡＲ虚
像）が自動的に再表示された。しかし、再開条件は、設定されなくてもよい。又は、オン
操作の入力があるまで、遠虚像（ＡＲ虚像）の再表示は、実施されなくてもよい。
【００９５】
　緊急情報を通知するＡＲコンテンツは、上記実施形態にて例示した情報に限定されない
。さらに、緊急情報を通知するＡＲコンテンツの虚像表示を実施させない設置が、統合表
示制御ブロックにおいて可能であってもよい。
【００９６】
　ＨＵＤ装置の光学的な構成は、適宜変更可能である。例えばプロジェクタには、レーザ
光源及びＭＥＭＳスキャナ等を含む構成が採用されていてもよい。或いは、ＤＭＤ（Digi
tal Micromirror Device）を用いたＤＬＰ（Digital Light Processing，登録商標）が、
プロジェクタに採用されてもよい。さらに、ＬＣＯＳ（Liquid Crystal On Silicon）等
を用いたプロジェクタ、液晶パネル及びＬＥＤ光源を有する液晶プロジェクタ等が、ＨＵ
Ｄ装置に採用可能である。
【００９７】
　上記実施形態の表示制御装置は、ＨＵＤ装置とは別体の電子制御ユニットとして設けら
れていた。しかし、上記表示制御装置の各機能は、例えばＨＵＤ装置に設けられた制御回
路に実装されていてもよく、又はコンビネーションメータに設けられた制御回路等に実装
されていてもよい。
【００９８】
　さらに、上記実施形態にて表示制御装置の制御回路により提供された各機能は、ソフト
ウェア及びそれを実行するハードウェア、ソフトウェアのみ、ハードウェアのみ、あるい
はそれらの複合的な組合せによっても提供可能である。こうした機能がハードウェアであ
る電子回路によって提供される場合、各機能は、多数の論理回路を含むデジタル回路、又
はアナログ回路によっても提供可能である。
【００９９】
　表示制御プログラム等を記憶するメモリ装置等には、フラッシュメモリ及びハードディ
スク等の種々の非遷移的実体的記憶媒体（non-transitory tangible storage medium）が
採用可能である。こうした記憶媒体の形態も、適宜変更されてよい。例えば記憶媒体は、
メモリカード等の形態であり、表示制御装置に設けられたスロット部に挿入されて、制御
回路に電気的に接続される構成であってよい。さらに記憶媒体は、上述のような車載装置
のメモリ装置に限定されず、当該メモリ装置へのプログラムのコピー基となる光学ディス
ク及び汎用コンピュータのハードディスクドライブ等であってもよい。
【符号の説明】
【０１００】
Ａ　車両、Ｖｉ　虚像、Ｖｉ１　遠虚像、Ｖｉ２　近虚像、６１　処理部、７１　共通情
報生成ブロック（情報取得部）、７４　表示調停部（条件判定部）、７６　描画出力部（
表示制御部）、１００　表示制御装置
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